
 １　施設の管理運営

 ２　事業実施内容

令和４年度指定管理業務に関する事業報告書（特養）

施設名 京都市久世特別養護老人ホーム

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容
　施設南側に、久世ホーム「ドッグラン　ＡＳＯＢＩＢＡ」として地域住民に開放し、地域住民
の憩いの場、交流の場として活用していただけるようにしていきます。また、その場所で定期的
にイベントを開催するなど、地域に開かれた社会福祉施設となるよう努めてまいります。

【サービス向上の為の主な取り組み】
○　国際規格ＩＳＯ９００１を継続する為、令和４年１月に更新審査を受け、再度認証取得をい
たしました。
○　特養入所に関して、入所候補の利用者に対し『在宅特養』のサービス提案を行い、定期巡回
随時対応型訪問介護や在宅入所相互利用等で在宅生活を継続できるように支援を行いました。特
養入所しか選択肢がないと思っていた方々に、在宅生活が継続できることとなり、在宅生活の限
界点を高めることができたのではないかと考えています。
○　前年度より特別養護老人ホームの在宅復帰施設としての機能の強化を図るため、在宅復帰支
援会議を設置し、ご利用者の在宅復帰の可能性を検討いたしました。
　在宅復帰会議は、総合施設の強みを生かして部署の垣根を超え、久世ホーム全職員で利用者ケ
アを考えることを主眼とし、居宅のケアマネジャーや訪問介護などの在宅サービスの職員が、特
養の利用者が在宅に復帰するにはどのようなケアプランを立てればよいかを検討します。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、実際には在宅復帰（外泊等も含めて）を実施
することはできませんでした。しかし、アセスメントを深めることや会議で挙がったニーズに対
して趣向品の提供ができ、施設のケアプランにフィードバックすることで、利用者及びその家族
の満足度を高めることができたと考えています。

【開所時間】365日24時間
【利用定員】特別養護老人ホーム定員50名　ショートステイ定員4名
【施設運営】
○　地域包括ケアシステムを構築するための基幹施設として、在宅高齢者に対して特養と同等の
サービスを提供する「在宅特養」の進めてきました。この中で特養利用者への在宅復帰の取り組
みを始めるとともに、在宅入所相互利用の利用者を増やすことにも力を入れ、特養入所待機者を
少しでも減らし、施設ではなく住み慣れた地域で住み続けることが出来るよう支援できる体制を
整えました。今までより一層、地域包括ケア実現に近づく事が出来たと考えています。
○　特別養護老人ホームとしてＩＳＯ９００１認証取得（品質マネジメントシステムに関する国
際規格認証）を、令和4年度も更新審査を受けるとともに、久世ホーム全事業においてＩＳＯ９
００１を取得しております。
○　令和5年度から京都市久世西老人デイサービスセンター及び京都市久世西老人福祉センター
の指定管理者の選定を受けることが出来ました。開設準備にあたり、適切な職員配置が出来るよ
う、職員の募集や人事異動の準備を整え、事前に研修を行うなど滞りなく調整することが出来ま
した。
○　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するべく、ビジネスチャットを活用し、会議やミー
ティングをwebやチャット上で行い、密になる状況を防ぐようにし、組織内の利用者情報の共有
を滞りなく行えるようにしております。
【建物管理】
○　新型コロナウイルス感染症対策として、消臭・抗菌・抗ウイルス「ラーフエイド」を施設全
館に施工し、安全な施設として感染拡大防止に努めております。
○　ビルメンテナンス専門業者に依頼し、建物の定期点検を実施するとともに、施設の経年劣化
に伴う修繕にも力を入れ、美観を損なわないよう維持管理に努めています。
○　緊急時や非常災害時に、施設管理者や役責職員に連絡、招集が取れる体制を整えています。
また防犯対策として警察への非常通報装置や防犯カメラを設置してしており、不審者や暴漢への
対策を行っています。
○　施設南側駐車場、園芸スペース、東屋において、老朽化による汚損や破損、ごみなどの不法
投棄等、美観や治安を損ねるような状況となっていました。そのため、改修改築工事を行い、再
整備を行っております。再整備を行うにあたり、地域の住民への交流の場となるべく、「ドッグ
ラン」として開放しております。
○　京都市久世西デイサービスセンター及び京都市久世西老人福祉センターの指定管理者変更に
伴い、16日間というごく短期間でリニューアル工事が行えるように調整し、開設につなげること
が出来ました。



 ３　サービス提供状況

 ４　市内中小企業への発注に対する考え方

 ５　施設の利用状況（施設の稼働率、利用者数、事業参加者数など）

％

％

ア　令和４年度収入状況（単位：円）

イ　令和４年度支出状況（単位：円）

その他 33,494,386

支出計 349,041,107

事業費 87,804,657

委託費 22,777,356

小額修繕費 15,038,449

その他 0

収入計 252,251,678

人件費 189,926,259

補助金収入 10,928,239

寄付金収入 0

雑収入 0

⑶　収支実績

介護保険収入 196,482,917

利用料収入 44,840,522

委託料収入 0

⑵　特別養護老人ホームでのサービス担当者会議開催数に対するご家族等の参加割合（実績値）

0

99.2

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

（参考）自主事業内容
指定居宅介護支援事業所の運営
京都市配食サービス事業の委託運営
指定訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護の運営
指定訪問看護の運営

【職員体制】
　施設長1名　副施設長1名
【施設コーディネート課】事務員２名、生活相談員１名、産業医1名、用務員２名
【長期介護サービス課】介護職２３名、看護職３名、機能訓練指導員１名、嘱託医１名、
　管理栄養士１名、介護支援専門員１名　※調理部門は業務委託

（参考）今後実施予定の指定管理者提案内容

　地域の中の施設であるという考えのもと、地域との結びつきを強め、互いに協力できる体制を
つくるため、地域の中小企業や個人商店が当施設との取引の中で永続的に発展できるようにして
いきたいと考えている。

⑴　特別養護老人ホーム・ショートステイ合算稼働率（実績値）



　　６　施設の利用者満足度の把握

　 ⑴　利用者満足度の把握状況

　 ⑵　利用者満足度把握の結果

 　⑶　意見等への主な対応状況

　　７　その他特記事項

　 ⑴ 

 　⑵

 　⑶

　満足度調査、嗜好調査、サービス担当者会議や在宅復帰会議により、把握できたご意見、ご要望
を職員で検討し、改善策、改善期間を調査結果として施設内に掲示。
　「久世ホーム白書」として、パンフレットを作成し、利用者、事業所に配布している。

○　学生・実習生、インターンシップの受入れ
昨年度に引き続き、感染症対策を十分行ったうえで受け入れ、社会福祉士の現場実習や保健師の現
場実習を行いました。
○　インターンシップについては、1日体験として、福祉専攻の学生、専門外の勉強をしている学生
問わず、積極的に受け入れを行っております。実際の現場を見てもらえることで、介護の仕事に対
してのイメージを良い意味で変えていただくことが出来ております。また受け入れる環境として、
職員の学びにも繋がっています。
※　受け入れに際しては、感染症対策を行い、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の時期を外し
たうえで受け入れを行いました。また、特養での実習については中止しております。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、様々な実施事業が、中止、延期を余儀なくされまし
た。その中で、対策を講じ、密を避ける体制を取りつつ感染者数の動向を見ながら、できる事業を
行ってまいりました。
　併設している地域包括支援センターと協力し、担当圏域内の公共施設・公共の社会資源との連携
事業として、①公園体操の実施（毎週）②認知症サポーター講座の開催③京都市南区地域介護予防
推進センターと連携して開催している「はつらつ健康道場ウォーキング教室」④イオンモール京都
桂川での「出張型地域包括支援センターおたっしゃ広場」という参加型相談会を実施しておりま
す。
また併設ドッグランでのイベントを地域包括支援センターと共同開催するなどし、ご利用者様にも

　配食サービス「くぜごはん」の昼食の価格を390円で提供。より利用して頂きやすい様、利用者負
担が軽減できるようにしてきました。夕食の配食では、翌朝の朝食用としてパンとジュースを付
け、またあわせてデイサービスでの持ち帰り弁当を実施し、独居や高齢者世帯のご利用者の食事の
確保を行っています。非常に好評で、口コミでの紹介も多く、昼食、夕食共にそれぞれ１００件を
超え、年間6万6千食を超える配達を達成しました（年間配食数６６,８５１食）。
　現状の厨房のハード面では、これ以上の食数提供が難しく、希望される利用者に待機して頂いて
いる状況です。そのため、食の安全や食事メニュー等の質の向上のみならず、配達員の配達サービ
スの向上に努めていきます。

○　ご本人、ご家族を交えたサービス担当者会議の実施（毎月）
○　満足度調査の実施（利用者、家族）
○　利用者嗜好調査の実施（利用者）
○　ご意見箱の設置

○　職員はいつも笑顔で対応していますか、100％の方が満足
○　職員の言葉使いは丁寧ですか、100％の方が満足
○　職員の服装・身だしなみは清潔感がありますか、100％の方が満足
○　馴れ馴れしいと感じたことはないですか、100％の方が満足
○　意見は言いやすいですか、95.7％の方が満足
○　ご利用者の身だしなみは清潔に保たれていますか、91.4％の方が満足
○　服装は入居者の方の希望や個性に配慮されていますか、75.1％の方が満足
○　理美容は入居者の方の希望や個性には配慮されていますか、79.5％の方が満足
○　館内は清潔に保たれていますか、100％の方が満足
○　匂いが気になることはありますか、83.4％の方が満足
○　サービス計画書内容についての説明を受けていますか、83.5％の方が満足
○　希望をサービス計画書の内容に盛り込んでありますか、79.3％の方が満足
○　サービス計画書はわかりやすいものになっていますか、85.2％の方が満足
○　施設での催しや行事は楽しめるものになっておりますか、59.9％の方が満足
○　入所時の契約書の説明はわかりやすかったですか、100％の方が満足
○　感染症対策やコロナ禍に配慮した対応がされていますか、100％の方が満足
○　利用料金の満足度、91.3％の方が満足
○　サービスを利用した全般的な満足度、91.3％の方が満足



　　８　評価（指定管理者自己評価）

○　久世ホームでは、久世地域での地域包括ケアシステムを構築するため、「在宅特養」という造
語をつくり取り組んでいます。これは、これまで分けられていた施設・在宅サービスを有機的に組
み合わせることで、ワンストップでサービスを展開し、施設や病院でしか生活できないと判断され
ていた方も、住み慣れた家（在宅）での生活に、“特別養護老人ホームと同様のサービス” という
『安心』を加え、在宅生活を維持・継続できるサービスを提供できたと考えております。

○　特別養護老人ホームとしてISO9001認証取得（品質マネジメントシステムに関する国際規格認
証）の更新審査を受け、久世ホームで実施しているすべての事業においてISO9001の認証を取得して
おります。これにより、サービス提供を行うための業務プロセスの維持、改善を図ると共に指定管
理施設としての信頼性、信用の向上をつながったと考えております。

○　毎月１回の研修会を行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、文
書回覧での研修会やオンライン研修への参加となりました。サービスの向上のための研修や倫理、
接遇、マナーの向上、障害者差別解消法に基づく不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供
についての研修を実施いたしました。障害のある方々が、ない方々と同じように権利を使えるよう
にするためにはどのような合理的配慮が必要かを考え、差別的な行為とならないかどうかについて
文書開催ではありますが、職員に注意喚起や理解を求めました。また実際に対応がうまくいかな
かった職員については、その都度個別に話し合いを行っています。

○　新型コロナウイルス感染症により、高齢者が情報難民となる中で久世ホームで実施している事
業や取り組んでいるサービスを法人ホームページでやインスタグラムなどのＳＮＳでの情報発信を
行うとともに、広報誌等の紙媒体での情報提供を行い、より幅広く情報発信に努めました。

○　令和5年度より、京都市久世西老人デイサービスセンター及び京都市久世西老人福祉センターの
指定管理者として選定され、開設準備を滞りなく行うことが出来ました。当施設のサービスをさら
に拡充し、より多くの地域住民の方にご利用出来る体制が構築出来たと考えております。

　尚、収支については、一人でも多くの方にご利用いただいた結果、安定した収入にとなっており
ますが、50床特養の人員体制及び施設設備の経年劣化に伴う修繕等の設備投資、併設している在宅
サービス事業の経費を特養と按分している関係で、支出が収入を上回っています。ただし、併設す
るデイサービスや訪問介護等の事業において大きな黒字となっていますので、施設全体として収支
状況を見ていただけたらと思います。
　今後、更に進んでいく高齢化に向け、終の棲家で終わらず、特養として真の在宅復帰施設になる
べく新たなサービスの展開に向けて努力していく所存です。

　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底的に行った上で、コロナ禍の中でも公の施設と
して一人でも多くの方にサービス提供できるよう、受け入れ調整を実施ししました。そのため、特
養＋SS合算稼働率１年間９９.９％を達成しております。介護保険サービスはもとより、下記に挙げ
た項目の実施などにより、地域包括ケアの核となる基幹施設となることが出来たと思います。

○　新型コロナウイルス感染症対策として、施設全館に消臭・抗菌・抗ウイルス「ラーフエイド」
を補助金を活用しながら施工し、設備として感染対策に万全を講じました。また、見守りセンサー
やインカムの導入、無線LAN設備の増強を行い、人と人が接する機会を極力少なくしたうえで、なお
かつ情報共有やサービスの質の低下が起こらないようソフト面でも対策を講じています。


